
新 旧 対 照 表

オホーツク管内ゼロカーボン連携ネットワーク設置要綱

改正案 現 行

（会議の開催） （会議の開催）

第４条 連携ネットワークに座長を置き、 第４条 連携ネットワークに座長を置き、

オホーツク総合振興局地域創生保健環境部 オホーツク総合振興局保健環境部くらし・

くらし・子育て担当部長をもってあてる。 子育て担当部長をもってあてる。

（事務局） （事務局）

第５条 連携ネットワークの事務を処理す 第５条 連携ネットワークの事務を処理す

るため、オホーツク総合振興局地域創生部 るため、オホーツク総合振興局保健環境部

地域政策課保健環境部環境生活課に事務局 環境生活課に事務局を置く。

を置く。

別表１（第２条関係） 別表１（第２条関係）

市町村ゼロカーボン担当課 市町村ゼロカーボン担当課

訓子府町 企画財政町民課 課長 訓子府町 町民課 課長

湧別町 企画財政住民税務課 課長 湧別町 住民税務課 課長

西興部村 企画総務課地域総合戦略室 西興部村 地域総合戦略室 室長

課長室長

大空町 総務住民課 参事主幹 大空町 住民課 主幹

事務局 事務局

北海道オホーツク総合振興局 地域創生保健 北海道オホーツク総合振興局 保健環境部

環境部くらし・子育て担当部長 くらし・子育て担当部長

地域政策環境生活課 課長、主幹 環境生活課 課長、主幹


